
共済組合では、組合員の収入で生計を立てている一定の範囲の扶養家族に対しても給付を行っており、この扶養家族を
「被扶養者」と呼んでいます。
被扶養者の認定基準について、現行の基準をより明確にするとともに社会情勢の変化等に伴い、内容を一部変更又は

追加した「被扶養者認定基準及び取扱い」を作成いたしました。
なお、この基準の適用日は、次期の扶養状況調査（検認）実施日である平成28年7月１日からといたします。
※変更に伴う取扱いについては次号より順次お知らせいたします。

共済組合では、医療費適正化対策事業の一環として、診療報酬明細書(レセプト)を基に負傷原因調査を行います。
負傷の原因が「第三者行為」の場合は加害者が、「公務災害」の場合は地方公務員災害補償基
金がその治療費を負担することになるため、これらに該当する医療費を共済組合が負担してい
た場合は、加害者等に請求し、回収することに努めております。
この調査は、負傷により組合員証等(保険証)で治療した場合、その負傷の原因が、第三者行為
や公務災害に該当するものかを確認するために必要な調査となりますので、該当された皆様に
はお手数をおかけいたしますが、医療費の適正化を図るため、ご理解とご協力をお願いします。

お勤め先の共済事務担当課を通して「負傷原因報告書」を配付いたします。

※今月号では、主な変更事項についてお知らせします。
⑴ 認定できない者の取扱いについて
 ・  扶養認定対象者の年間収入が組合員の年間収入の
1/2以上ある場合は、主として組合員の収入により
生計を維持する者に該当しないとされていることから
「認定できない者」として扱うことにいたします。

⑵ アルバイト・パート等の給与収入の取扱いについて
 ・  賞与に相当する報酬がある場合、支給月の給料額に
は含めず、年間収入として毎月の給与収入の合計額
に合算いたします。
 ・  収入のある方を認定申請する場合は、収入基準額未
満であることが確認できる雇用契約書を添付いただ
きます。なお、勤務時間や勤務日数等の記載のない
雇用契約書及び勤務時間等を調整することで基準
額内にするという申出については、取り扱わないも
のといたします。
 ・  給与収入については、月額の基準額を明確にすると
ともに基準額未満での就労を原則とさせていただき
ますが、事情により月額基準額を超えた場合は現在
の①の取扱いに②の取扱いを加えることといたしま
す。
①  収入が3ヶ月連続して月額基準額を超えたときは、
最初に超過した月の一日に遡り、恒常的に月額基
準額以上の収入があったとみなします。
②  連続する3ヶ月の平均が月額基準額を超えたとき
は、その平均を超過した最初の月の一日から、恒
常的に月額基準額以上の収入があったとみなしま
す。

 ・  月額基準額を超過した場合の認定取消日について、
現在のアの取扱いにイを加え、何れかに該当した場
合、当該日を認定取消日といたします。

ア   前記①の連続して3ヶ月の収入が月額基準額を
超えたときは、最初の超過月の一日

イ   前記②の3連続した複数月の平均収入が月額基
準額を超過したときは、その連続した月の中で
月額基準額を超過した月の一日

※  就労月と給与支払月が異なることが明記された
給与明細書等を提出いただいた場合は、支払日
の属する月を基準といたします。

⑶   父母等を認定対象者として申請する場合の収入基準
額について
 ・  父母の双方又は何れか一方を被扶養者として申請す
る場合は、夫婦相互扶助の観点から父母の収入を合
計して判断いたします。この場合、認定上の収入基準
額の合計から共通経費として10パーセント割り落と
した後の金額を収入基準額として扱うこととします。
これにより、父母等の収入合計額が収入基準額以上
の場合は、認定対象者の収入が認定基準額未満で
あっても認定することはできないものといたします。

⑷ 別居扶養に係る仕送り額及び取扱いについて
 ・  仕送り額は、別居の認定対象者の収入額を上回る金
額とし、認定対象者の収入額と仕送り額の合算額が
130万円以上になることを条件といたします。現在
の基準（一律50,000円以上）から、扶養の実態に即
した取扱いに変更いたします。
 ・  仕送り後の組合員の可処分収入額が極端に減少す
る場合は、組合員の「扶養能力」と継続性も重視して
判断いたします。
 ・  既に要件を満たしている方を新たに申請する場合
は、直近3ヶ月の仕送り実績を添付いただくことに変
更いたします。

調査方法

外傷性傷病の負傷原因調査にご協力をお願いします！

お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

被扶養者の認定基準及び取扱いを
一部変更いたします！❷

被扶養者の認定基準及び取扱いを
一部変更いたします！❷

平成28年
7月から
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